
対象児童を養育する保護者（下記①～③のいずれかに該当する方）のうち生計を維持する方（所得が
高い方）で、令和２年中の所得額が児童手当の所得制限限度額以上のため国の給付金を受
給していない方
※現在、対象児童が児童養護施設等に入所又は里親に委託されている場合は、支給対象者が当該施設又は里親になります。
※児童手当の所得制限限度額については、市ホームページ「令和３年度子育て世帯への臨時特別給付金」をご覧ください。

掲載しているイベント等は、新型コロナウイルス感染症等の状況により、中止・変更となる場合があります。 掲載しているイベント等は、新型コロナウイルス感染症等の状況により、中止・変更となる場合があります。

❶
令和３年９月分（平成18年４月２日～令和３年９月30日生まれの児童（中学生まで））
（令和３年９月に出生した児童については令和３年10月分）の特例給付受給者（※1）
※公務員以外の方は、令和３年９月分（令和３年９月に出生した児童については令和３年10月分）の特例給付がたつの市から支給された方
　公務員の方は、令和３年９月30日時点でたつの市に住所を有する方

❷ 平成15年４月２日～平成18年４月１日生まれの児童（高校生等）の保護者
※令和３年９月30日時点で対象児童を養育し、たつの市に住所を有する方　※対象児童は、配偶者を有している者を除く

❸ 令和３年10月１日～令和４年３月31日生まれの児童（新生児）の特例給付受給者
※出生時点で対象児童を養育し、たつの市に住所を有する方

対象児童一人につき10万円

（※2）現在公務員でなくても、公務員として９月分の特例給付が職場から支給された方も含む。
◎ 申請方法の詳細（添付書類等）については、市ホームページ「令和３年度子育て世帯への臨時特別給付金」をご覧ください。

児童福祉課又は各総合支所地域振興課
（※郵送の場合は、児童福祉課宛  〒679-4192  龍野町富永1005－1）

５月31日（火）（※郵送の場合は必着、窓口の受け付けは土・日・祝日を除く）

　

地
元
に
ゆ
か
り
の
あ
る
音
楽
家

に
よ
る
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
し
ま

す
。親
し
み
や
す
い
ク
ラ
シ
ッ
ク
音

楽
な
ど
が
楽
し
め
ま
す
。

■
と
き　

３
月
21
日（
月・祝
）

　

14
時
〜（
13
時
20
分
開
場
）

■
と
こ
ろ　

赤
と
ん
ぼ
文
化
ホ
ー

ル
中
ホ
ー
ル

■
入
場
料　

５
０
０
円（
全
席
自
由
）

※

小
・
中
学
生
無
料（
要
事
前
申

し
込
み
）

■
出
演
者　

市
音
楽
協
会
会
員

演
奏
家
ほ
か

　

▼
市
音
楽
協
会　
田
中（
☎
０
９
０・

８
５
７
０・３
８
５
１
）

　

市
内
の
遺
跡
や
考
古
学
の
話
題

に
つ
い
て
、専
門
職
員
が
分
か
り
や

す
く
解
説
し
ま
す
。

■
と
き　

３
月
12
日（
土
）14
時
〜

■
と
こ
ろ　

埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

■
演
題　
「
播
磨
国
風
土
記
の
考
古

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯全体を支援するため、国の「令和３年度子育て世
帯への臨時特別給付金」が支給対象外であった下記の対象者にも、給付金を支給します。

対 象 児 童

支給対象者

支　給　額

申 請 窓 口

申 請 期 限

問い合わせ先

手続き・支給方法・支給時期

平成15年４月２日～令和４年３月31日生まれの児童

支給対象者

公
務
員
以
外

公
務
員

①９月分の特例給付受給者
（※支給対象者①②の両方に該当する場合は、
 　②の対象児童も含めて申請不要）

②高校生を養育する保護者
（※支給対象者①に該当する場合は、申請不要）

③新生児の特例給付受給者
（※支給対象者①に該当する場合は、③の対象
 　児童分のみ申請が必要）

①９月分の特例給付受給者
②高校生を養育する保護者
③新生児の特例給付受給者

手続き 支給方法・支給時期

令和４年２月16日（水）に特例給付振込口
座に振り込みました。

申請後、支給要件を審査の上、支給決
定通知書を送付し、約３週間後に指定
された口座に振り込みます。

申請は必要ありません。
対象者には、支給通知書を郵送しています。

申請が必要です。
「令和３年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書
（請求書）」及び添付書類を提出してください。（郵送可）
※申請書は、市ホームページに掲載及び下記申請窓口
　に設置しています。

（※1）特例給付受給者とは、児童手当に係る特例給付（児童一人につき月額5,000円が支給される）の受給者

2
対象者や申請方法等については、広報たつの３月10日号及び市ホームページでお知らせします。

児童福祉課（☎64・3153）

イ
ベ
ン
ト

募      

集

　

龍
野
体
育
館
ス
イ
ミ
ン
グ
ス
ク
ー

ル
で
は
、子
ど
も
た
ち
に
水
泳
を
好

き
に
な
っ
て
も
ら
い
、レ
ベ
ル
ア
ッ
プ

し
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
に
、水
泳

教
室
を
開
催
し
ま
す
。

■
と
き　

　

１
日
目 

３
月
20
日（
日
）

　

２
日
目 

３
月
27
日（
日
）

■
時
間　

両
日
と
も
９
時
〜
10
時

■
と
こ
ろ　

龍
野
体
育
館
温
水

プ
ー
ル

■
対
象
者　

５
歳
〜
小
学
３
年
生

■
参
加
費　

１
，０
０
０
円

■
定
員　

各
コ
ー
ス
30
名（
先
着
順
）

■
申
込
期
限　

各
日
の
２
日
前
ま
で

■
そ
の
他　

水
着・キ
ャ
ッ
プ
は
現

在
お
持
ち
の
物
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。（
ラ
ッ
シ
ュ
ガ
ー
ド
可
）

■
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

　

龍
野
体
育
館(

☎
63・２
２
６
１
）

　

鎖
国
政
策
の
江
戸
幕
府
が
ど
の

よ
う
に
外
国
と
交
流
を
し
て
い
た

■
と
き　

３
月
12
日（
土
）14
時

〜
16
時

■
と
こ
ろ　

揖
保
川
公
民
館

■
演
題　
「『
鎖
国
』を
見
直
す―

江
戸
幕
府
の
外
交―

」

■
講
師　

柏
山　
泰
訓
さ
ん（「
嶋

屋
」友
の
会 

事
務
局
長
）

■
定
員 

50
名

※

事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※

５
０
０
円
が
必
要
で
す
。

　

▼
揖
保
川
公
民
館（
☎
72・２
４
１
２
）

　

資
格
取
得
を
促
進
す
る
た
め
、

受
験
準
備
の
た
め
の
講
習
会
を
開

催
し
ま
す
。

■
と
き

　

学
科
講
習 

４
月
１
日（
金
）〜

７
月
１
日（
金
）

　

製
図
講
習 

７
月
20
日（
水
）〜

９
月
９
日（
金
）

※

各
講
習
と
も
模
試
、補
講
が
あ

り
ま
す
。

■
時
間　

19
時
〜
21
時

■
受
講
料　

学
科
講
習
７
万
円
、

製
図
講
習
３
万
円

■
会
場　

姫
路
労
働
会
館（
姫
路

市
北
条
１
丁
目
98
）

■
申
込
期
限　

３
月
18
日（
金
）ま
で

■
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

　

兵
庫
土
建
姫
路
建
築
技
能
専

門
学
院
事
務
局（
☎
０
７
９・２

９
５・２
３
３
３
）

体
験
学
習
室
会
員

■
内
容　

漁
師
料
理
な
ど
の
料
理

体
験

■
活
動
日　

体
験
学
習
室
が
設
定

　

年
間
を
通
し
て
海
や
自
然
と
親

し
み
な
が
ら
、さ
ま
ざ
ま
な
料
理

体
験
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

キ
ャ
リ
ア
26
年
の
講
師
が
、文
法

用
語
の
難
関
を
破
り
、「
入
り
口
」の

ハ
ー
ド
ル
を
低
く
し
て
教
え
ま
す
。

■
と
き　

３
月
10
日（
木
）〜
４

月
７
日（
木
）の
毎
週
木
曜
日
・

全
５
回
、13
時
〜
14
時
30
分

■
と
こ
ろ　

産
業
振
興
セ
ン
タ
ー

■
講
師　

呉 

明
華
さ
ん

■
参
加
費　

３
，５
０
０
円（
国
際

交
流
協
会
会
員
は
３
，２
０
０
円
）

■
定
員　

15
名
程
度（
先
着
順
）

■
申
込
方
法　

電
話
受
け
付
け

■
申
込
期
限　

３
月
４
日（
金
）ま
で

■
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

市
国

際
交
流
協
会
事
務
局（
☎
63
・

０
２
２
１　

祝
日
を
除
く
火
〜

土
曜
日
９
時
〜
16
時
）

す
る
日

■
入
会
費　

３
０
０
円（
通
信
費
な
ど
）

■
各
イ
ベ
ン
ト
参
加
費　

材
料
費
な

ど
実
費
負
担（
１
，２
０
０
円
程
度
）

■
申
込
期
限　

５
月
31
日（
火
）ま
で

■
特
典　

①
体
験
学
習
室
イ
ベン
ト
案
内
を
郵
送

す
る
ほ
か
、会
員
ナ
ン
バ
ー
だ
け
で
申

し
込
み
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

②
体
験
学
習
室
イ
ベ
ン
ト
に
年
間

10
回
参
加
さ
れ
た
方
に
、プ
レ

ゼ
ン
ト
を
進
呈
し
ま
す
。

体
験
学
習
室
海
メ
ン
バ
ー

■
内
容　

施
設
見
学
、じ
ゃ
が
い

も
掘
り
、ク
リ
ス
マ
ス
会
な
ど
の

体
験
活
動

■
対
象
者　

市
内
在
住
の
小
学
生

■
活
動
期
間　

４
月
〜
令
和
５

年
２
月（
全
11
回
）

■
活
動
日　

月
１
回（
体
験
学
習

室
が
設
定
す
る
土
曜
日
）

　

10
時
〜
14
時（
予
定
）

※

初
回
の
活
動
は
、５
月
14
日

（
土
）に『
は
じ
め
ま
し
て
笑
顔

の
料
理
体
験
』を
開
催

■
募
集
人
数　

20
名（
先
着
順
、

各
学
年
３
名
程
度
）

■
参
加
費　

１
回
の
参
加
に
つ
き

１
，０
０
０
円
程
度

■
申
込
期
限　

３
月
14
日（
月
）

ま
で

■
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

　

道
の
駅
み
つ
体
験
学
習
室

　
（
☎
３
２
２・８
０
２
０
）

た
つ
の
市
音
楽
協
会
会
員
に
よ
る

ス
プ
リ
ン
グ
コ
ン
サ
ー
ト

V
O
L.
10

「
考
古
学
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
」

を
開
催

学―

古
墳
時
代
の
伝
承
と
遺
跡―

」

■
講
師　

岸
本　
道
昭（
埋
蔵
文

化
財
セ
ン
タ
ー
館
長
）

■
参
加
費　

無
料

■
定
員　

50
名（
申
込
不
要
）

　

▼
歴
史
文
化
財
課（
☎
75・５
４
５
０
）

「
ス
イ
ミ
ン
グ
ス
ク
ー
ル
特
別

体
験
教
室
」参
加
者
を
募
集

３
月
の
た
つ
の
あ
い
あ
い
塾

「
中
国
語
特
別
講
座
」

受
講
生
を
募
集

「
２
級
建
築
士
受
験
準
備

講
習
会
」受
講
生
を
募
集

道
の
駅
み
つ
体
験
学
習
室
の

「
会
員
」・「
海
メ
ン
バ
ー
」を
募
集

の
か
、当
時
の
室
津
の
状
況
か
ら

学
び
ま
す
。

所得制限限度額以上により、国の給付金が支給対象外であった方1

離婚等（離婚又は離婚協議中で別居）により、児童を養育しているものの、
国又は市独自の給付金を受け取ることができていない方

（※２）

令和３年度 子育て世帯への
臨時特別給付金
子育て世帯への
臨時特別給付金 支給対象者の拡充について支給対象者の拡充について支給対象者の拡充について支給対象者の拡充について

　令和２年中の所得額が児童手当の所得制限限度額以上のため国の給付金を受給していない方に、市独
自で給付金を支給します。 ）

１
９
７
０
（
野
龍
】
番
局
外
市
【

）
１
９
７
０
（
宮
新

）
１
９
７
０
（
川
保
揖

）
９
７
０
（
津
御
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